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(57)【要約】
　２つの構造要素（７）、特にプレキャストコンクリー
ト部品（６）を連結するための結合手段が、軸方向に固
定された少なくとも１つのスプリング要素（３）を支持
するピン（２）を含み、そのスプリング要素（３）は、
結合手段（１）が装着された状態にある場合、ピン（２
）に作用する引張力に対抗作用する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの構造要素（７）、特にプレキャストコンクリート部品（６）を連結するための結
合手段であって、ボルト（２）を有する結合手段において、前記ボルト（２）が、軸方向
に固定された少なくとも１つのスプリング要素（３）を担持し、前記スプリング要素（３
）は、前記結合手段（１）が装着された状態において、前記ボルト（２）に作用する引き
抜き力に対抗作用する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項２】
　請求項１に記載の結合手段において、前記ボルト（２）が、反対方向において有効作用
する少なくとも２つのスプリング要素（３）を担持する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の結合手段において、前記スプリング要素（３）が、プレテン
ション方式で前記構造要素（７）の穿孔（９）の中に挿入可能な歯付きスプリングディス
ク（４）として構成される、ことを特徴とする結合手段。
【請求項４】
　請求項３に記載の結合手段において、前記歯付きスプリングディスク（４）が、楕円形
、長円形または多角形の外形輪郭を有する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項５】
　請求項１に記載の結合手段において、前記ボルト（２）が、前記スプリング要素（３）
を軸方向に固定する少なくとも１つの段違い部（５）、または、周回する切込み（１２）
を有する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項６】
　請求項１に記載の結合手段において、前記スプリング要素（３）が、その内径上および
／または外径上に歯形構造を有し、かつ、特に円筒状になるように構成される、ことを特
徴とする結合手段。
【請求項７】
　請求項１に記載の少なくとも１つの結合手段（１）によって互いに当接することを特徴
とする２つの構造要素（７）の結合。
【請求項８】
　請求項７に記載の結合に使用する構造要素において、前記結合手段（１）のスプリング
要素（３）がその上に軸方向に固定された前記ボルト（２）をプレテンション方式で収納
するために、少なくとも１つの端面（８）に穿孔（９）が設けられる、ことを特徴とする
構造要素。
【請求項９】
　請求項８に記載の構造要素において、前記穿孔（９）を有する端面（８）が、特にスラ
ブ形状の２つのコンクリート要素（７）の相互の当接部において、充填可能な溝（１０）
が存在するように構成され、前記結合手段（１）が引張力を吸収し、前記構造要素（７）
のフランジ面と、前記構造要素（７）間の充填される溝とが、圧縮力およびスラスト力を
吸収する、ことを特徴とする構造要素。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の構造要素において、プレキャストコンクリート部品（６）と
して構成される前記構造要素（７）が、前記構造要素（７）の縦方向の範囲にわたって延
びる複数の穿孔（９）であって、前記結合要素（１）の自由端がその中に突き出る複数の
穿孔（９）を有する、ことを特徴とする構造要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの構造要素、特にプレキャストコンクリート部品を連結するための結合
手段であって、ボルトを有する結合手段と、構造要素とに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　プレキャストコンクリート部品建造物の分野においては、支持構造物、正面、壁面およ
び／または天井を建造するために、プレキャストコンクリート部品および特にコンクリー
トスラブなどの構造要素が用いられる。この構造要素は、その当接する先端部分に溝を有
しており、その溝は、そのプレキャストコンクリート部品を結合するためにコンクリート
で充填され、かつ、付加的に、引張力を吸収するために、アンカー、ねじ、金属環または
ブラケットを具備している。これらのすべての結合要素は、すでにプレキャストコンクリ
ート部品の製造の間にプレキャストコンクリート部品の中に差し込まれているが、ここで
、結合されるべきプレキャストコンクリート部品の両方に、これらの結合要素が装備され
なくてはならない。
【０００３】
　２つの構造要素を結合するため、例えば、独国特許出願公開第１０２０１００３０２８
１Ａ１号明細書から、ねじを備えたボルトであって、例えば、その構造要素の中に直接ね
じ込まれるか、またはその構造要素の中に固定されているアンカーの中にねじ込まれるボ
ルトを用いることが知られている。このようなボルトを用いると、２つの構造要素をそれ
らが当接するように連結することは不可能である。ボルトを回すための工具がボルトに係
合し得るための間隙が、常に残存することになる。
【０００４】
　本発明の目的は、冒頭に述べたタイプの結合手段であって、取扱いが簡便でありながら
、２つの構造要素の結合を確実にし、かつ、比較的大きな力を伝達する結合手段を提供す
ることにある。
【０００５】
　本発明によれば、この目的は独立請求項の特徴によって実現される。
【０００６】
　従属請求項は本発明の有利な実施形態を表している。
【０００７】
　２つの構造要素、特にプレキャストコンクリート部品を連結するための結合手段は、軸
方向に固定された少なくとも１つのスプリング要素を担持するボルトを含み、そのスプリ
ング要素は、結合手段が装着された状態において、ボルトに作用する引き抜き力に対抗作
用する。
【０００８】
　この結合手段の設計は、比較的多様なものにすることができるが、常に、軸方向におい
て有効作用する少なくとも１つのスプリング要素を含み、そのスプリング要素は、ボルト
上に配置される、すなわち前記ボルトに圧力嵌め方式および／または確実結合方式で結合
されるか、あるいは、そのボルトと一体的に製造される。ボルトは、例えば金属の構造要
素をコンクリート要素、特にプレキャストコンクリート部品に固定するために、弾力のあ
る針状突起または弾力のある舌状片を有する爪の形態で、プレハブされた穿孔の中に、ハ
ンマの打撃によって挿入することができる。この目的のため、ボルトの一方の端部は、例
えば、ヘッドが残りの部分の形状より拡大された形態を有し、ヘッドと反対側の端部は、
例えばスプリング要素をも担持する形相または断面テーパ形状を有する。しかし、例えば
、スプリング要素が、全周にわたって広がるように、あるいは一種の針状突起になるよう
に配備または構成される円筒状のボルトを用いることも可能である。
【０００９】
　当然のことながら、上記の結合手段は、コンクリートの構造要素の場合だけでなく、木
材、プラスチックおよび類似の材料の構造要素に関連付けて使用することも、本発明の範
囲から逸脱することなく可能である。
【００１０】
　一実施形態においては、ボルトが、反対方向において有効作用する少なくとも２つのス
プリング要素を担持する。例えば、スプリングアームまたはスプリングディスクとして形
成されるスプリング要素は、相互に結合されるべき構造要素の対応する開口内において動
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かなくなり、この動かなくなる効果は、引き抜き力が作用すると増大する。開口の中に挿
入中の際には、スプリング要素は、その有効幅を縮減するために絞り込まれる。その場合
、結合手段と構造要素とを接合する方向は、引き抜き力の方向とは反対向きである。ボル
トおよびスプリング要素を同等の高強度の材料から作製すると、結合手段によって相互に
結合される構造要素の連結を無効にすることも、使用される結合手段を損傷することもな
く、比較的大きな力を伝達できる。
【００１１】
　スプリング要素は、プレテンション方式で構造要素の穿孔の中に挿入可能な歯付きスプ
リングディスクとして構成することが望ましい。この歯付きスプリングディスクは、楕円
形、長円形または多角形の外形輪郭を好適に有する。皿形形状の歯付きスプリングディス
クはコスト効率的な標準製品として利用可能であり、歯付きディスクの外径より若干小さ
く作製される直径の円筒状の穿孔は容易に製作できる。しかし、歯付きスプリングディス
クは、例えば、動かなくなる効果の増大、または、円筒状の穿孔とは異なる開口における
使用、または、不良率低減に焦点を合わせた製造を可能にする外形輪郭を有するように作
製することも考えられる。
【００１２】
　スプリング要素をボルト上に変位不可能な態様に固定するために、別の一実施形態によ
れば、ボルトが、スプリング要素を軸方向に固定する少なくとも１つの段違い部、または
、周回する切込みを有する。
【００１３】
　スプリング要素は、その内径上および／または外径上に歯形構造を好適に有し、かつ、
特に円筒状になるように構成される。その歯形構造がそれぞれの構造要素に噛み込み、個
々の歯の当接面が比較的小さいので、対応するプレテンションアセンブリの場合、軸方向
の引き抜き力に対抗作用する高い半径方向の力が有効作用する。
【００１４】
　上記の結合手段によって、互いに当接する２つの構造要素の結合が可能になる。
【００１５】
　例えば、角度のある構造要素を、四角に当接する態様で、少なくとも１つの結合手段に
よって互いに連結可能である。この場合、結合手段は、その第１部分が、その第１部分の
１つまたは複数のスプリング要素の作用の下で、一方の構造要素の穿孔の中に挿入される
ことが望ましく、もう一方の構造要素は、特に２つの構造要素が互いに四角に当接するよ
うに結合されるまで、かつ、２つの構造要素の穿孔内において、結合要素のスプリング要
素が引き抜き力に有利に対抗作用するまで、結合手段の突き出ている第２部分の上に押し
込まれる。
【００１６】
　構造要素は、任意のタイプのコンクリートの構造要素、特に、プレキャストコンクリー
ト部品と呼称されるもの、例えば、支持体、梁、接合具、正面構造、階段、アーキトレー
ブ、天井または壁面スラブ、あるいは柱、とすることができる。これらの構造要素を、例
えば、山形断面、またはＴ字形状、または二重Ｔ字形状の形態の鋼材の構造要素と組み合
わせることも可能である。
【００１７】
　一実施形態においては、少なくとも１つの端面に、結合手段の少なくとも１つの歯付き
スプリングディスクをプレテンション方式で収納するための穿孔が設けられる。この穿孔
は、相互に結合されるべき構造要素に一様な孔のパターンが確保されるように、例えばテ
ンプレートを用いて、製造段階または建設段階において導入することができる。
【００１８】
　構造要素は、その構造要素の縦方向の範囲にわたって延びる複数の穿孔であって、結合
要素の自由端がその中に突き出る複数の穿孔を有することが望ましい。装着されるべき結
合要素の個数は、結合のための静的要件によって実質的に決定される。
【００１９】
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　以上述べた特徴および以下に述べる特徴は、それぞれ記述した組合せにおいて使用でき
るだけでなく、他の組合せにおいても使用可能であることが理解されるべきである。本発
明の範囲は特許請求の範囲によってのみ規定される。
【００２０】
　以下、本発明を、添付の図面を参照して典型的な実施形態に基づいて詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の結合手段によって、本発明に従って連結される
２つのコンクリート要素の模式的な断面図を示す。
【図２】図２は、本発明の第２実施形態の結合手段によって連結される２つのコンクリー
ト要素の模式的な断面図を示す。
【図３】図３は、本発明の第３実施形態の結合手段によって連結される２つのコンクリー
ト要素の模式的な断面図を示す。
【図４】図４は、本発明による結合手段の側面図を示す。
【図５】図５は、本発明の第４実施形態の結合手段によって連結される２つの構造要素の
模式的な断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の第５実施形態の結合手段によって連結される２つの構造要素の
模式的な断面図を示す。
【図７】図７は、図４による結合手段のスプリング要素であって、歯付きスプリングディ
スクとして形成されるスプリング要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　結合手段１は、反対方向において有効作用する複数のスプリング要素３であって、弾力
のある舌状片１１の形のスプリング要素３を含むボルト２を含む。この弾力のある舌状片
１１は、軸方向において、相互に対しても、ボルト２に対しても変位不可能である。舌状
片１１の方位は、ボルト２に作用する引き抜き力に対抗作用するように決定される。
【００２３】
　プレキャストコンクリート部品６として構成される２つの構造要素７を当接するように
結合するために、構造要素７の端面８に穿孔９が設けられる。この穿孔９は、周囲に突起
するスプリング要素３を有するボルト２の有効幅より小さくなるように寸法決定される直
径を有し、その結果、舌状片１１が、プレテンション状態において穿孔９の中に押し込ま
れる。２つの構造要素７を結合するため、最初に、複数の結合手段１が、一方の構造要素
７の対応する穿孔９の中に挿入され、引き続いて、次の構造要素７が、結合手段１の自由
端の上に押し込まれる。
【００２４】
　代わりの方式の一実施形態においては、結合手段１が、歯付きスプリングディスク４の
形のスプリング要素３を有するボルト２を含む。この歯付きスプリングディスク４は、内
側および外側において歯形構造化されており、かつ、相互におよび／またはボルト２に対
して軸方向に変位できないように、溝および／または切込み１２内において、あるいは段
違い部５によって、ボルト２の上に軸方向に固定される。歯付きスプリングディスク４の
方位は、ボルト２に作用する引き抜き力に対抗作用するように決定される。
【００２５】
　構造要素７を当接するように結合するために、構造要素７の端面８に穿孔９が設けられ
る。この穿孔９は、歯付きスプリングディスク４の外径より小さくなるように寸法決定さ
れる直径を有し、その結果、歯付きスプリングディスク４は、装着の間、穿孔９の中に圧
入される。結合手段１は、一方の構造要素７の対応する穿孔９の中に挿入され、引き続い
て、次の構造要素７が、結合手段１の歯付きスプリングディスク４が、その構造要素７の
穿孔９内においても引き抜き力に有効に対抗作用する態様において、結合手段１の自由端
の上に押し込まれる。端面の支持領域に存在する隣接構造要素７の間の溝１０には、コン
クリートを充填することができる。２つの構造要素７の間において有効作用する結合手段
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【００２６】
　さらに別の一実施形態においては、結合手段１が、１種の爪となるように構成され、ス
プリング要素３を有するボルト２と、ボルト２に比べて拡大された直径を有する端面ヘッ
ド１３とを含む。図５および６に示す典型的な実施形態によれば、一方の構造要素７はプ
レキャストコンクリート部品６として実施され、もう一方の構造要素７は山形鋼１４とし
て実施されている。この場合、結合手段１のボルト２が、山形鋼１４の穿孔９を貫通して
突き出ており、そのスプリング要素３によって、プレキャストコンクリート部品６の穿孔
９内に保持される。爪タイプの結合手段１のヘッド１３は山形鋼１４の上に載っている。
すでに説明したように、スプリング要素３は、周回する切込み１２または段違い部５のい
ずれかによって軸方向に位置決めされる。
【符号の説明】
【００２７】
　１　結合手段
　２　ボルト
　３　スプリング要素
　４　歯付きスプリングディスク
　５　段違い部
　６　プレキャストコンクリート部品
　７　構造要素
　８　端面
　９　穿孔
　１０　溝
　１１　舌状片
　１２　切込み
　１３　ヘッド
　１４　山形鋼
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月26日(2014.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの構造要素、特にプレキャストコンクリート部品を連結するための結合
手段と、構造要素とに関する。この結合手段は、軸方向に固定された少なくとも１つのス
プリング要素を担持するボルトを有し、このスプリング要素は、結合手段が装着された状
態において、ボルトに作用する引き抜き力に対抗作用する。
【０００２】
　プレキャストコンクリート部品建造物の分野においては、支持構造物、正面、壁面およ
び／または天井を建造するために、プレキャストコンクリート部品および特にコンクリー
トスラブなどの構造要素が用いられる。この構造要素は、その当接する先端部分に溝を有
しており、その溝は、そのプレキャストコンクリート部品を結合するためにコンクリート
で充填され、かつ、付加的に、引張力を吸収するために、アンカー、ねじ、金属環または
ブラケットを具備している。これらのすべての結合要素は、すでにプレキャストコンクリ
ート部品の製造の間にプレキャストコンクリート部品の中に差し込まれているが、ここで
、結合されるべきプレキャストコンクリート部品の両方に、これらの結合要素が装備され
なくてはならない。
【０００３】
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　独国特許出願公開第１９９２３０８０Ａ１号明細書は、ディスク形状の対向支持具であ
って、カラーがその上に成形された対向支持具を有する壁面接合具を記述している。ここ
で、対向支持具を担持するカラーおよびボルトに横方向の穿孔が設けられる。対向支持具
を固定するため、固定用の小片材がその横方向の穿孔を通して導かれる。
【０００４】
　２つの構造要素を結合するため、例えば、独国特許出願公開第１０２０１００３０２８
１Ａ１号明細書から、ねじを備えたボルトであって、例えば、その構造要素の中に直接ね
じ込まれるか、またはその構造要素の中に固定されているアンカーの中にねじ込まれるボ
ルトを用いることが知られている。このようなボルトを用いると、２つの構造要素をそれ
らが当接するように連結することは不可能である。ボルトを回すための工具がボルトに係
合し得るための間隙が、常に残存することになる。
【０００５】
　本発明の目的は、冒頭に述べたタイプの結合手段であって、取扱いが簡便でありながら
、２つの構造要素の結合を確実にし、かつ、比較的大きな力を伝達する結合手段を提供す
ることにある。
【０００６】
　本発明によれば、この目的は独立請求項の特徴によって実現される。
【０００７】
　従属請求項は本発明の有利な実施形態を表している。
【０００８】
　２つの構造要素、特にプレキャストコンクリート部品を連結するための結合手段は、軸
方向に固定された少なくとも１つのスプリング要素を担持するボルトを含み、そのスプリ
ング要素は、結合手段が装着された状態において、ボルトに作用する引き抜き力に対抗作
用する。ボルトは、スプリング要素を軸方向に固定する少なくとも１つの段違い部、また
は、周回する切込みを有する。
【０００９】
　段違い部または周回する切込みによって、スプリング要素はボルト上に変位できないよ
うに固定される。代わりの方式の結合手段の場合には、ボルトは、弾力のある舌状片の形
の複数のスプリング要素であって、軸方向において、相互に対しても、ボルトに対しても
変位不可能であり、ボルトと一体化されるように作製される複数のスプリング要素を含む
。
【００１０】
　この結合手段の設計は、比較的多様なものにすることができるが、常に、軸方向におい
て有効作用する少なくとも１つのスプリング要素を含み、そのスプリング要素は、ボルト
上に配置される、すなわち前記ボルトに圧力嵌め方式および／または確実結合方式で結合
されるか、あるいは、そのボルトと一体的に製造される。ボルトは、金属の構造要素をコ
ンクリート構成要素、特にプレキャストコンクリート部品に固定するために、弾力のある
針状突起または弾力のある舌状片を有する爪の形態で、プレハブされた穿孔の中に、ハン
マの打撃によって挿入することができる。この目的のため、ボルトの一方の端部は、例え
ば、ヘッドが残りの部分の形状より拡大された形態を有し、ヘッドと反対側の端部は、例
えばスプリング要素をも担持する形相または断面テーパ形状を有する。しかし、例えば、
スプリング要素が、全周にわたって広がるように、あるいは一種の針状突起になるように
配備または構成される円筒状のボルトを用いることも可能である。
【００１１】
　当然のことながら、上記の結合手段は、コンクリートの構造要素の場合だけでなく、木
材、プラスチックおよび類似の材料の構造要素に関連付けて使用することも、本発明の範
囲から逸脱することなく可能である。
【００１２】
　一実施形態においては、ボルトが、反対方向において有効作用する少なくとも２つのス
プリング要素を担持する。例えば、スプリングアームまたはスプリングディスクとして形
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成されるスプリング要素は、相互に結合されるべき構造要素の対応する開口内において動
かなくなり、この動かなくなる効果は、引き抜き力が作用すると増大する。開口の中に挿
入中の際には、スプリング要素は、その有効幅を縮減するために絞り込まれる。その場合
、結合手段と構造要素とを接合する方向は、引き抜き力の方向とは反対向きである。ボル
トおよびスプリング要素を同等の高強度の材料から作製すると、結合手段によって相互に
結合される構造要素の連結を無効にすることも、使用される結合手段を損傷することもな
く、比較的大きな力を伝達できる。
【００１３】
　スプリング要素は、プレテンション方式で構造要素の穿孔の中に挿入可能な歯付きスプ
リングディスクとして構成することが望ましい。この歯付きスプリングディスクは、楕円
形、長円形または多角形の外形輪郭を好適に有する。皿形形状の歯付きスプリングディス
クはコスト効率的な標準製品として利用可能であり、スプリングディスクの外径より若干
小さく作製される直径の円筒状の穿孔は容易に製作できる。しかし、歯付きスプリングデ
ィスクは、例えば、動かなくなる効果の増大、または、円筒状の穿孔とは異なる開口にお
ける使用、または、不良率低減に焦点を合わせた製造を可能にする外形輪郭を有するよう
に作製することも考えられる。
【００１４】
　上記の結合手段によって、互いに当接する２つの構造要素の結合が可能になる。
【００１５】
　例えば、角度のある構造要素を、四角に当接する態様で、少なくとも１つの結合手段に
よって互いに連結可能である。この場合、結合手段は、その第１部分が、その第１部分の
１つまたは複数のスプリング要素の作用の下で、一方の構造要素の穿孔の中に挿入される
ことが望ましく、もう一方の構造要素は、特に２つの構造要素が互いに四角に当接するよ
うに結合されるまで、かつ、２つの構造要素の穿孔内において、結合要素のスプリング要
素が引き抜き力に有利に対抗作用するまで、結合手段の突き出ている第２部分の上に押し
込まれる。
【００１６】
　構造要素は、任意のタイプのコンクリートの構造要素、特に、プレキャストコンクリー
ト部品と呼称されるもの、例えば、支持体、梁、接合具、正面構造、階段、アーキトレー
ブ、天井または壁面スラブ、あるいは柱、とすることができる。これらの構造要素を、例
えば、山形断面、またはＴ字形状、または二重Ｔ字形状の形態の鋼材の構造要素と組み合
わせることも可能である。
【００１７】
　一実施形態においては、少なくとも１つの端面に、結合手段の少なくとも１つの歯付き
スプリングディスクをプレテンション方式で収納するための穿孔が設けられる。この穿孔
は、相互に結合されるべき構造要素に一様な孔のパターンが確保されるように、例えばテ
ンプレートを用いて、製造段階または建設段階において導入することができる。
【００１８】
　構造要素は、その構造要素の縦方向の範囲にわたって延びる複数の穿孔であって、結合
要素の自由端がその中に突き出る複数の穿孔を有することが望ましい。装着されるべき結
合要素の個数は、結合のための静的要件によって実質的に決定される。
【００１９】
　以上述べた特徴および以下に述べる特徴は、それぞれ記述した組合せにおいて使用でき
るだけでなく、他の組合せにおいても使用可能であることが理解されるべきである。本発
明の範囲は特許請求の範囲によってのみ規定される。
【００２０】
　以下、本発明を、添付の図面を参照して典型的な実施形態に基づいて詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の結合手段によって、本発明に従って連結される
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２つのコンクリート要素の模式的な断面図を示す。
【図２】図２は、本発明の第２実施形態の結合手段によって連結される２つのコンクリー
ト要素の模式的な断面図を示す。
【図３】図３は、本発明の第３実施形態の結合手段によって連結される２つのコンクリー
ト要素の模式的な断面図を示す。
【図４】図４は、本発明による結合手段の側面図を示す。
【図５】図５は、本発明の第４実施形態の結合手段によって連結される２つの構造要素の
模式的な断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の第５実施形態の結合手段によって連結される２つの構造要素の
模式的な断面図を示す。
【図７】図７は、図４による結合手段のスプリング要素であって、歯付きスプリングディ
スクとして形成されるスプリング要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　結合手段１は、反対方向において有効作用する複数のスプリング要素３であって、弾力
のある舌状片１１の形のスプリング要素３を含むボルト２を含む。この弾力のある舌状片
１１は、軸方向において、相互に対しても、ボルト２に対しても変位不可能である。舌状
片１１の方位は、ボルト２に作用する引き抜き力に対抗作用するように決定される。
【００２３】
　プレキャストコンクリート部品６として構成される２つの構造要素７を当接するように
結合するために、構造要素７の端面８に穿孔９が設けられる。この穿孔９は、周囲に突起
するスプリング要素３を有するボルト２の有効幅より小さくなるように寸法決定される直
径を有し、その結果、舌状片１１が、プレテンション状態において穿孔９の中に押し込ま
れる。２つの構造要素７を結合するため、最初に、複数の結合手段１が、一方の構造要素
７の対応する穿孔９の中に挿入され、引き続いて、次の構造要素７が、結合手段１の自由
端の上に押し込まれる。
【００２４】
　代わりの方式の一実施形態においては、結合手段１が、歯付きスプリングディスク４の
形のスプリング要素３を有するボルト２を含む。この歯付きスプリングディスク４は、内
側および外側において歯形構造化されており、かつ、相互におよび／またはボルト２に対
して軸方向に変位できないように、溝および／または切込み１２内において、あるいは段
違い部５によって、ボルト２の上に軸方向に固定される。歯付きスプリングディスク４の
方位は、ボルト２に作用する引き抜き力に対抗作用するように決定される。
【００２５】
　構造要素７を当接するように結合するために、構造要素７の端面８に穿孔９が設けられ
る。この穿孔９は、歯付きスプリングディスク４の外径より小さくなるように寸法決定さ
れる直径を有し、その結果、歯付きスプリングディスク４は、装着の間、穿孔９の中に圧
入される。結合手段１は、一方の構造要素７の対応する穿孔９の中に挿入され、引き続い
て、次の構造要素７が、結合手段１の歯付きスプリングディスク４が、その構造要素７の
穿孔９内においても引き抜き力に有効に対抗作用する態様において、結合手段１の自由端
の上に押し込まれる。端面の支持領域に存在する隣接構造要素７の間の溝１０には、コン
クリートを充填することができる。２つの構造要素７の間において有効作用する結合手段
１によって、引張力に耐え得る構造要素７の連結が確保される。
【００２６】
　さらに別の一実施形態においては、結合手段１が、１種の爪となるように構成され、ス
プリング要素３を有するボルト２と、ボルト２に比べて拡大された直径を有する端面ヘッ
ド１３とを含む。図５および６に示す典型的な実施形態によれば、一方の構造要素７はプ
レキャストコンクリート部品６として実施され、もう一方の構造要素７は山形鋼１４とし
て実施されている。この場合、結合手段１のボルト２が、山形鋼１４の穿孔９を貫通して
突き出ており、そのスプリング要素３によって、プレキャストコンクリート部品６の穿孔
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９内に保持される。爪タイプの結合手段１のヘッド１３は山形鋼１４の上に載っている。
すでに説明したように、スプリング要素３は、周回する切込み１２または段違い部５のい
ずれかによって軸方向に位置決めされる。
【符号の説明】
【００２７】
　１　結合手段
　２　ボルト
　３　スプリング要素
　４　歯付きスプリングディスク
　５　段違い部
　６　プレキャストコンクリート部品
　７　構造要素
　８　端面
　９　穿孔
　１０　溝
　１１　舌状片
　１２　切込み
　１３　ヘッド
　１４　山形鋼
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの構造要素（７）、特にプレキャストコンクリート部品（６）を連結するための結
合手段であり、ボルト（２）を有する結合手段であって、前記ボルト（２）が、軸方向に
固定された少なくとも１つのスプリング要素（３）を担持し、前記スプリング要素（３）
は、前記結合手段（１）が装着された状態において、前記ボルト（２）に作用する引き抜
き力に対抗作用する、結合手段において、前記ボルト（２）が、前記スプリング要素（３
）を軸方向に固定する少なくとも１つの段違い部（５）、または、周回する切込み（１２
）を有する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項２】
　請求項１に記載の結合手段において、前記ボルト（２）が、反対方向において有効作用
する少なくとも２つのスプリング要素（３）を担持する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の結合手段において、前記スプリング要素（３）が、プレテン
ション方式で前記構造要素（７）の穿孔（９）の中に挿入可能な歯付きスプリングディス
ク（４）として構成される、ことを特徴とする結合手段。
【請求項４】
　請求項３に記載の結合手段において、前記歯付きスプリングディスク（４）が、楕円形
、長円形または多角形の外形輪郭を有する、ことを特徴とする結合手段。
【請求項５】
　請求項１に記載の結合手段において、前記スプリング要素（３）が、その内径上および
／または外径上に歯形構造を有し、かつ、特に円筒状になるように構成される、ことを特
徴とする結合手段。
【請求項６】
　請求項１の前段部分に記載される結合手段において、前記ボルト（２）が、弾力のある
舌状片（１１）の形の複数のスプリング要素（３）であって、軸方向において、相互に対
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しても、前記ボルト（２）に対しても変位不可能であり、前記ボルト（２）と一体化され
るように作製される複数のスプリング要素（３）を含む、ことを特徴とする結合手段。
【請求項７】
　請求項１または６に記載の少なくとも１つの結合手段（１）によって互いに当接するこ
とを特徴とする２つの構造要素（７）の結合。
【請求項８】
　請求項７に記載の結合に使用する構造要素において、前記結合手段（１）のスプリング
要素（３）がその上に軸方向に固定された前記ボルト（２）をプレテンション方式で収納
するために、少なくとも１つの端面（８）に穿孔（９）が設けられる、ことを特徴とする
構造要素。
【請求項９】
　請求項８に記載の構造要素において、前記穿孔（９）を有する端面（８）が、特にスラ
ブ形状の２つのコンクリート要素（７）の相互の当接部において、充填可能な溝（１０）
が存在するように構成され、前記結合手段（１）が引張力を吸収し、前記構造要素（７）
のフランジ面と、前記構造要素（７）間の充填される溝とが、圧縮力およびスラスト力を
吸収する、ことを特徴とする構造要素。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の構造要素において、プレキャストコンクリート部品（６）と
して構成される前記構造要素（７）が、前記構造要素（７）の縦方向の範囲にわたって延
びる複数の穿孔（９）であって、前記結合要素（１）の自由端がその中に突き出る複数の
穿孔（９）を有する、ことを特徴とする構造要素。
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